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「大事な人を見守り隊 !」消費生活センターお役立ち情報
月～金曜日の午前８時台と午後５時台に『 　　　　　　 』にて放送中！！

消 費 生 活 情 報 ラ ジ オ（５月から翌年１月まで）

副業サイトで「必ずもうかる」という副業に登録すると、
約２万円のテキストの購入を指示された。無料通話アプリ
に誘導され「ＦＸの自動売買システムで稼ぐ。システムの購
入代とサポート費用で１２０万円になるが、すぐに元が取れ
る」と勧められた。不安になり解約を申し出ると、「テキスト代
２万円は支払ってもらう」と言われた。
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　ＳＮＳで「スマホで簡単副業」という広告を見て連絡を
取った。「商品の動画を作成する仕事で、その商品の注文が
入れば収入になる」と説明を受けやってみようと思った。
しかし、話しているうちに「有料のサポートプランに入らない
ともうからない。１５０万円のプランがお勧め」と言われ、勧
められるまま消費者金融２社から合計１００万円を借りて、
指定された口座に振り込んだ。もうからないため、借りた
お金を返せるか心配になってきたので解約したい。
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　マッチングアプリで知り合った女性に「２人の将来のため
にお金を貯めよう。海外のネットモールに出店すれば売値と
仕入れ値の差額が利益になる」と誘われ出店した。注文が入
り次々と仕入れ代金の振り込みを指示されるが、だんだん
金額が大きくなり、支払いが困難になってきた。振込先の口
座名義は個人名である。だまされているのではないか。
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副業等副業等 ににご用心ご用心トラブルトラブルトラブル
うまい話には裏がある…

副業



毎日午前９時～午後４時
● 中央区、南区の市民相談室から可
● 相談員と対面して相談できます
● 端末操作は職員が行います
平日のみの実施です。
ご利用には事前に予約をお願いします。

端末操作は職員が行います
平日のみの実施です。
ご利用には事前に予約をお願いします。

042（775）1770

消費生活総合センター
相談専用ダイヤル

緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと内（JR 橋本駅北口イオン橋本店６F） まずは電話を！

発行 相模原市消費生活総合センター　　電話 042-775-1779　ＦＡＸ 042-775-1771

L INE マガジンの登録方法

消費生活にかかわる安全・安心情報をお届け！消費生活にかかわる安全・安心情報をお届け！
相模原市消費生活LINEマガジンを配信中配信中！
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相模原市消費生活LINEマガジンを配配信中！！

右記二次元コードを読み取り、アカウントを登録
L INE マガジンの登録方法LINE マガジンの登録方法

トーク画面の「受信設定」から受信する内容を選択

マガジンの登録方法
1 右記二次元コードを読み取り、アカウントを登録

「防犯」のうち「契約トラブル・悪質商法（消費生活情報）」

消費生活総合センター消費生活総合センター
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右記二次元コ ドを読み取り、アカウントを登録
トートークク画画面面のの「「受信設定受信設定」」かからら受受信信すするる内内容容をを選選択択
「防犯「防犯」」のうのうちち「「契契約約トラブル・トラブル・悪質商悪質商法法（消費生活情報）」（消費生活情報）」
にチェックを入れて登録

042（775）1770

オンライン面談できます！

「相模原市 LINE
公式アカウント」
二次元コード

メールマガジン
を希望する方は
こちら

相模原市
ホームページ
「相模原市消費生活
メールマガジン
新規登録方法」
二次元コード

※年末年始を除く
※第２・第４金曜日は午後６時まで
※土・日・祝日は正午～午後１時はつながりません

令和６年度の相談件数は５,４３８件でした。傾向としては、商品一般に関するトラブルが令和5年度
の487件から597件まで増加しました。
　年齢別相談件数については、令和５年度と比べると、８０歳以上の割合が増加しています。引き続き、
高齢者の契約トラブルを防ぐ取組が重要です。

商品一般 ５９７件
身に覚えのない商品の代金請求など1

工事 ・ 建築 ２９７件
屋根修繕や外壁塗装などのトラブル2

役務その他サービス ２６６件
副業の登録後、情報商材を有料で購入させられたなど3

不動産貸借 ２６１件
敷金の返還や原状回復など退去時のトラブル4

サプリメントなどの通信販売のトラブル
他の健康食品 １８４件
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昨年度（令和６年度）の消費生活相談はこんな一年でした！昨年度（令和６年度）の消費生活相談はこんな一年でした！昨年度（令和６年度）の消費生活相談はこんな一年でした！

年齢別相談件数（％）
苦情相談相談内容別件数ランキングトップ５相談内容別件数ランキングトップ５

年齢別相談件数（％）
苦情相談

「 必ずもうかる」 とその場で契約を迫る。 

スマホの画面共有で説明すると言われる。

副業というだけで何をするのか分からない。

お金を稼ぐはずが、支払いを求められる。

支払いに消費者金融等での借金を勧める。

振込先が個人口座である。

このような場合は、
詐欺を疑い、注意しましょう！

まず解約を通知する。
➡　電話勧誘などはクーリング ・ オフに
　より契約解除できる場合があります。

金融機関やクレジットカード事業者に相談
しましょう 。
支払う前に消費生活総合センターに相談
しましょう 。

注意するポイント 困ったときは注意するポイント 困ったときは

通知書


